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【手続補正書】
【提出日】令和3年8月24日(2021.8.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも基板を保護する保護部材を備える遊技機であって、
　前記保護部材は、前記基板の前面側に位置する第１構成部材と、前記基板の後面側に位
置する第２構成部材を有し、
　前記基板には、前記第１構成部材または前記第２構成部材への取付に用いる第１貫通孔
と第２貫通孔とが形成され、
　前記第１貫通孔と前記第２貫通孔の周囲には、取付に関わる作業者が視認可能な識別部
が設けられ、
　前記第１貫通孔の周囲に設けられる第１の識別部と、前記第２貫通孔の周囲に設けられ
る第２の識別部は、異なる態様とされる
　ことを特徴とする遊技機。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００４】
　ところで、遊技機に備える各種基板には、基板ボックスに収容されているものもあるた
め、基板を基板ボックスに収容するための作業を行う必要があり、作業効率の向上が求め
られていた。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００５
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【０００５】
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、作
業効率の向上に寄与することができる遊技機を提供することにある。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　（解決手段）
　少なくとも基板を保護する保護部材を備える遊技機であって、前記保護部材は、前記基
板の前面側に位置する第１構成部材と、前記基板の後面側に位置する第２構成部材を有し
、前記基板には、前記第１構成部材または前記第２構成部材への取付に用いる第１貫通孔
と第２貫通孔とが形成され、前記第１貫通孔と前記第２貫通孔の周囲には、取付に関わる
作業者が視認可能な識別部が設けられ、前記第１貫通孔の周囲に設けられる第１の識別部
と、前記第２貫通孔の周囲に設けられる第２の識別部は、異なる態様とされることを特徴
とする遊技機。
　また、本発明とは別の発明として、以下の手段を参考的に開示する。
　（解決手段１）
　電子部品が実装される基板を備える遊技機であって、前記基板の表面側を覆うように配
置される導電性の第１シールド板と、前記基板の裏面側を覆うように配置される導電性の
第２シールド板と、前記基板の裏面側のグランドと前記第２シールド板とを電気的に接続
する第１接続部と、前記第１シールド板と前記第２シールド板とを電気的に接続する第２
接続部と、を有することを特徴とする遊技機。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　本発明の遊技機においては、作業効率の向上に寄与することができる。
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